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障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な

ど
利
用
者
負
担
額
が

あ
る
か
た
へ

　

同
一
世
帯
で
同
じ
月
に

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
、
世
帯
の
利
用
者
負
担

額
の
合
計
が
一
定
の
基
準
額

(

市
民
税
課
税
世
帯
は
、
３

万
７
２
０
０
円
。
た
だ
し
、

障
害
児
の
い
る
世
帯
は
別
基

準
あ
り)

を
超
え
た
場
合
は
、

申
請
す
る
と
超
過
分
の
金
額

が
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
給
付
費
な
ど
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

障
害
福

祉
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
０
１
２

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験

作
文
・
障
が
い
者
週
間
の

ポ
ス
タ
ー
募
集

　

障
が
い
の
あ
る
か
た
と
な

い
か
た
と
の
心
の
ふ
れ
あ
い

の
体
験
を
つ
づ
っ
た
作
文
や
、

障
が
い
者
へ
の
理
解
を
促
進

す
る
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
ま

す
。
入
賞
さ
れ
た
か
た
に
は
、

賞
状
な
ど
を
贈
呈
し
ま
す
。

作
文　

小
・
中
学
生
は
４
０

０
字
詰
め
原
稿
用
紙(

縦
書

き)

２
～
４
枚
、
高
校
生
以

上
は
４
～
６
枚

ポ
ス
タ
ー　

対
象
は
小
・
中

学
生
の
み
。
Ｂ
３
ま
た
は
四

つ
切
サ
イ
ズ
画
用
紙
で
作
品

は
縦
長

申
込　

郵
送
・
持
参
で(

作

文
は
点
字
や
Ｅ
メ
ー
ル
応
募

可
。
持
参
は
平
日
の
み
受

付)締
切　

９
月
２
日(

金)

必
着

応
募
・
問
合
せ
先 

〒
５
４

０
‐
８
５
７
０　

大
阪
市
中

央
区
大
手
前
３
‐
２
‐
12　

大
阪
府
障
が
い
福
祉
企
画
課

権
利
擁
護
グ
ル
ー
プ
☎
06
・

６
９
４
１
・
０
３
５
１
、
FAX

 

06
・
６
９
４
２
・
７
２
１
５

盲
ろ
う
者
通
訳
・
介
助
者
養

成
研
修
受
講
者
募
集

　

視
覚
と
聴
覚
に
重
複
し
て
重

度
の
障
が
い
の
あ
る
盲
ろ
う
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
移

動
の
支
援
を
行
う
た
め
、
専
門

的
な
知
識
と
技
能
を
有
す
る
通

訳
・
介
助
者
を
養
成
し
ま
す
。

受
講
期
間(

20
回)

　

９
月
21
日

(

水)

～
来
年
３
月
13
日(

月)

受
講
料　

無
料(

テ
キ
ス
ト
代

別
途
必
要)

定
員　

60
人

募
集
期
間　

７
月
19
日(

火)

～

８
月
12
日(

金)

必
着

申
込　

郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・

メ
ー
ル
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先 

〒
５
３
７
‐
０
０
２
５　

大
阪

市
東
成
区
中
道
１
‐
３
‐
59　

府
立
福
祉
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
☎
06
・
６
７

４
８
・
０
５
８
７
、
FAX 

06
・
６

７
４
８
・
０
５
８
９
、
Ｅ
メ
ー

ル haken@daisyokyo.or.jp
視
覚
障
害
者
協
会
奉
仕
活
動

功
労
者
に
感
謝
状
贈
呈

　

５
月
22
日(

日)

に
貝
塚
市
視

覚
障
害
者
協
会
定
期
総
会
が
開

催
さ
れ
、
視
覚
障
害
者
の
情
報

収
集
や
社
会
参
加
な
ど
に
尽
力

さ
れ
て
い
る
か
た
に
感
謝
状
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。(

敬
称
略)

点
訳　

車
妙
子(

王
子)

、
小
西

郁
恵(

二
色)

、
澤
田
絹
代(

永

吉)

、
竹
澤
恵
美
子(

澤)

、
藤

井
惠
子(

名
越)

、
宮
花
祐
美

(

北
町)

、
望
月
旬
子(

福
田)

、

音
訳　

石
居
る
り
こ(

水
間)

、

稲
葉
美
智
子(

王
子)

、
常
道
祥

子(

浦
田)

、
松
浦
房
江(

大
阪

市)

、
百
々
谷
千
恵
美(

清
児)

、

森
脇
正
代(

脇
浜)

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
１
２

視
覚
障
害
者
の
た
め
の
教

養
講
座
「
ホ
ッ
と
ワ
ー
ク
」

日
時　

７
月
26
日(

火)

午
前
10

時
～
正
午(

要
申
込)

内
容　

「
な
か
な
か
え
え
や
ん

貝
塚
市
」
政
策
推
進
課
職
員

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
２
２

 

65
歳
以
上
の
か
た
の

 

介
護
保
険
料

◆
納
入
通
知
書
の
送
付

 

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

の
か
た
へ
７
月
末
ま
で
に
納
入

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
届
か

な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◆
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免

　

災
害
に
よ
り
損
害
を
受
け
た

場
合
や
主
な
生
計
維
持
者
の
収

入
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
な

ど
、
納
付
が
困
難
な
か
た
は
保

険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

高
齢
介
護

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

４
２

●新しい被保険者証
　８月から後期高齢者医療被保険者証が変わります。
　被保険者証をお持ちのかたには、７月下旬までに新しい被保険者証
(水色)を送付します。有効期限は９月30日までの２カ月間で、新しい
被保険者証は届いた日から使用できます。新しく被保険者になったか
たには被保険者証を随時送付します。なお、10月１日以降の被保険証
は、９月中に送付します。
●10月１日から医療機関などの窓口での自己負担割合が変わります
　一般のかたは１割、一定以上の所得のかたは２割または３割(現役
並み所得者)となります。
●今年度の保険料と保険料率
　被保険者のかたへ７月中に保険料額決定通知書及び納入通知書を送
付します。５月以降に被保険者になったかたは、加入月分から月割で
保険料を納めてください。
　保険料の年額は、均等割額と所得割額の合計(限度額66万円)になり
ます。今年度の保険料は、均等割額が被保険者一人あたり５万4,461
円、所得割額の保険料率は11.12％です。
●均等割額の軽減(下表参照)

所得の判定区分
均等割額の
軽減割合

軽減後の
均等割額
(年額)

16,338円

27,230円

43,568円

７割

５割

２割

世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の
総所得金額などが43万円＋10万円×(給
与所得者などの数－１)以下の場合

世帯の総所得金額などが43万円+28万
5,000円×被保険者数＋10万円×(給与
所得者などの数－１)以下の場合

世帯の総所得金額などが43万円+52万円
×被保険者数＋10万円×(給与所得者な
どの数－１)以下の場合

後期高齢者医療制度

申請・問合せ先　市高齢介護課　Ｅメールkoreikaigo@city.kaizuka.lg.jp
被保険者証・保険料☎072－433－7042、減額証・限度証☎072－433－7040
府後期高齢者医療広域連合資格管理課(制度全般)☎06－4790－2028

医療機関での窓口負担を軽減します

　現在交付している減額証・限度証の有効期間は７月31日までです。
引続き該当するかたには、７月下旬に新しい各認定証を送付します。
　新たに交付を希望されるかたは、申請してください。
●後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
　医療機関で提示すると、医療費や入院時の食事代の負担が軽減され
ます。
対象　自己負担割合が１割で住民税非課税世帯の被保険者
●後期高齢者医療限度額適用認定証(限度証)
　医療機関で提示すると、医療費の負担が軽減されます。
対象　自己負担割合が３割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の
被保険者
◎いずれも　新規申請されるかたは被保険者証を持参してください。

※給与所得者など：以下のいずれかの条件を満たすかたです。

①給与などの収入金額が55万円を超える②65歳未満かつ公的年金等収入金額

が60万円を超える③65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える

●保険料の徴収猶予や減免
　災害により損害を受けた場合や、同一世帯内の被保険者と世帯主の
収入が著しく減少した場合など、納付が困難なかたは保険料の徴収猶
予や減免を受けられる場合があります。

　市と大阪河﨑リハビリテーション大学の共催で実施します。フレイル
予防や認知症予防、健康づくりに役立てていただく測定会です。体力を
必要とする運動機能検査はありませんので、気軽にご参加ください。
　なお、このヘルスチェックは認知症を診断するものではありません。
※健康づくりや、介護予防について優れた取組みとして、厚生労働大臣
や大阪府知事から表彰されています。

対象　市内在住の60歳以上のかた定員　各80人
(定員になり次第締切)内容　認知機能・運動機能の
測定(後日結果を郵送)参加費　無料申込　市民福
祉センター、山手・浜手地区公民館、各地域包括支
援センターに設置している「参加お申し込みハガ
キ」で締切　７月22日(金)消印有効　
申込・問合せ先　大阪河﨑リハビリテーション大学
☎072－446－6700

募集 つげさんアタマとカラダをしる
ヘルスチェックに参加しませんか

日　程 場　所

山手地区公民館８月４日(木)、９月１日(木)

８月18日(木)

８月６日(土)・20日(土)
25日(木)、９月３日(土)

浜手地区公民館

市役所６階多目的ホール

時間は、いずれも午前９時30分～午後５時(所要時間２時間程度)


